
（一社）福岡県中小企業家同友会 

今期、中央支部では「心ある黒字企業を目指す」を支部スローガンとして掲げ、その理念のもと、例会や勉強会を積極的に開催し、

支部全体に浸透させてきました。現在では、支部活動の基本指針として確立され、支部内に深く根付くまでに至っています。

この取り組みの背景には、宮原支部長ご自身の理念や経験があり、企業経営において利益の追求と「心」のあり方が

どのように結びつくのかを大切にされてきました。「心ある黒字企業」とは何かを考え、その実現に向けた実践を

積み重ねた結果、支部の活動にも大きな影響を与えています。

今回の報告では、宮原支部長にご自身の価値観と歩み、そして支部運営を通じて得た気づきをお話しいただき、

「なぜ、心ある黒字企業なのか」を紐解きます。この機会を通じて、支部運営の実践から得られた学びを

共有し、経営における理念の浸透や実践に必要なものを見つけたいと思います。
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今期最後の支部例会です。ぜひご参加ください。
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中央支部長 宮原  三郎 4 月例会担当 三役
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例会終了後、懇親会を開催します。ぜひご参加下さい！
酔灯屋 天神店[会場] [会費] 5,000円福岡市中央区天神1-13-13 幾永ビル2Ｆ ※当日のキャンセルは費用が発生します。

懇親会


